
 全国社会福祉協議会 表彰規程 改正のポイント 

１．改正の趣旨 
地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、人々の生活課題も多岐に渡るなか、既存の制度では対応できない

ニーズに対し、社会福祉法人をはじめ、さまざまな団体等においても、柔軟かつ多様な支援を展開しています。 
社会福祉法人においては、社会福祉施設（以下、福祉施設）の経営のみならず、地域における公益的な取組

の推進等、多岐にわたる事業を展開しており、地域の社会福祉の推進において重要な役割を担っています。 
しかしながら、本会会長表彰においては、「社会福祉施設功労表彰」の対象範囲を福祉施設の役職員に限定

し、福祉施設以外の業務に従事している社会福祉法人の職員が対象外となっており、さらには、長年、社会福

祉協議会の活動に協力・支援していただいている団体等を対象とする表彰区分がありません。 
こうした状況をふまえ、現行の「社会福祉施設功労表彰」および「感謝」の対象要件と、これまで運用上の

課題となっていた事項について、改正します。 

２．改正内容とポイント 

（１）「社会福祉施設功労」の名称変更および表彰対象の拡充（第 4条および第 6条の改正） 

○ 「社会福祉施設功労表彰」を「社会福祉法人・福祉施設功労表彰」に名称変更します。 
○ 表彰対象範囲を、従来の福祉施設の役職員に加え、福祉施設以外の業務に従事している社会福祉法人

の職員を追加します。 
＜ポイント＞ 

 今般の改正により、社会福祉法人が運営する地域包括支援センター、グループホーム、居宅介護支

援事業所等の福祉施設以外の事業所等に従事している社会福祉法人の職員についても対象とします。 
 社会福祉法人の職員であれば、職種（保育士、看護師、事務員など）は問いません。 
 社会福祉法人以外の法人の職員については、従来どおり、福祉施設に従事していることが要件とな

ります。 
（２）感謝の対象の拡充（第 13条の改正） 

○ 従来の「感謝」の対象に加え、都道府県・指定都市社会福祉協議会の事業等の発展、もしくは当該県・

市内の社会福祉の増進に寄与し、その功績が顕著である個人および団体についても本会「感謝」の対

象とします。 
＜ポイント＞ 

 改正内容の具体的な要件は、 
① 都道府県・指定都市社協の事業等の発展に貢献していること 
② 当該県・市内の社会福祉の増進に寄与していること 
のいずれかであり、その功績が顕著である個人、団体を対象とします。 

 社協・ボランティアセンターと連携した地域福祉活動・ボランティア活動、被災地における支援活

動などの功績が顕著である個人、団体を対象とし、具体的な要件となる活動の期間や、「功績顕著」

の解釈および記入の視点等は、「Q＆A」等で提示します。 
 都道府県・指定都市社協への寄付については、対象外です。 
※ 推薦枠数については、各県・市において、1件とします。 

（３）在職期間の算定方法の明確化（第 7条の改正） 

○ 永年勤続功労表彰の資格のみに記載していた在職期間の算定方法を全表彰区分に適用するため、新た

に「算定方法」の条を設けます。 

３．施行期日 
平成 28 年 4 月 1 日（平成 28 年度全国社会福祉協議会会長表彰より適用します）。 
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新 旧 備考欄 

 
第一章 総    則 

 
（趣  旨） 
第１条 民生委員・児童委員及び 社会福祉法人・福祉施設 、社会福祉協

議会等の団体等の役職員で、その功績顕著な者並びに社会福祉活動

が優秀な社会福祉協議会及び社会福祉活動に協力援助した功績顕

著なものに対し、本会会長がこれを表彰し、または感謝の意を表し

ようとするときはこの規程による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第一章 総    則 

 
（趣  旨） 
第１条 民生委員・児童委員及び 社会福祉施設 、社会福祉協議会等の団

体等の役職員で、その功績顕著な者並びに社会福祉活動が優秀な社

会福祉協議会及び社会福祉活動に協力援助した功績顕著なものに

対し、本会会長がこれを表彰し、または感謝の意を表しようとする

ときはこの規程による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（変更） 
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第二章 表    彰 
 
（表彰の対象） 
第２条 本会会長が表彰するものは、次の各号に定めるものを対象とす

る。 
一 民生委員・児童委員でその功績顕著な者 
二 社会福祉法人・福祉施設 の役職員でその功績顕著な者 
三 社会福祉協議会・民間社会福祉団体等の役職員でその功績顕著

な者 
四 社会福祉事業における永年勤続功労者 
五 社会福祉活動が特に優秀な社会福祉協議会 

２．前項第１号から第４号に規定する対象のうち、過去に、次の各号

に該当するものは、表彰の対象から除外するものとする。 
一 社会福祉関係で、叙勲または褒章 を受けた者 
二 社会福祉関係功労者として厚生労働大臣表彰または同特別表

彰を受けた者 
三 本会会長から社会福祉事業功労者として表彰を受けた者 

 
（民生委員・児童委員功労表彰の資格） 
第３条 民生委員・児童委員功労表彰の被表彰者は、次の各号に定める条

件に該当するものとする。 
一 民生委員・児童委員の現職であること。 
二 民生委員・児童委員としての在職期間が 15 年以上であること。 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む。）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもって

表彰された者であること。 
（社会福祉法人・福祉施設 功労表彰の資格） 

第二章 表    彰 
 
（表彰の対象） 
第２条 本会会長が表彰するものは、次の各号に定めるものを対象とす

る。 
一 民生委員・児童委員でその功績顕著な者 
二 社会福祉施設 の役職員でその功績顕著な者 
三 社会福祉協議会・民間社会福祉団体等の役職員でその功績顕著

な者 
四 社会福祉事業における永年勤続功労者 
五 社会福祉活動が特に優秀な社会福祉協議会 

２．前項第１号から第４号に規定する対象のうち、過去に、次の各

号の一に該当するものは、表彰の対象から除外するものとする。 
一 社会福祉関係で、藍綬褒章または黄綬褒章 を受けた者 
二 社会福祉関係功労者として厚生労働大臣表彰または同特別表

彰を受けた者 
三 本会会長から社会福祉事業功労者として表彰を受けた者 

 
（民生委員・児童委員功労表彰の資格） 
第３条 民生委員・児童委員功労表彰の被表彰者は、次の各号に定める条

件に該当するものとする。 
一 民生委員・児童委員の現職であること。 
二 民生委員・児童委員としての在職期間が 15 年以上であること。 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む。）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもって

表彰された者であること。 
（社会福祉施設 功労表彰の資格） 

 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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第４条 社会福祉法人・福祉施設 功労表彰の被表彰者は、次の各号に定

める条件に該当するものとする。 
一 社会福祉法人の理事、監事、評議員及び職員ならびに、社会

福祉法人以外の法人等が経営する福祉施設の職員の現職である

こと。ただし、公立の 福祉施設職員 の場合は、専任職員に限る

ものとする。 
二 社会福祉法人の理事、監事及び評議員としての在職期間が 15

年以上、社会福祉法人・福祉施設の職員は 20 年以上であること。 
 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む。）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもっ

て表彰された者であること。 
 
（社協、民間団体功労表彰の資格） 
第５条 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等功労表彰の被表彰者は、次

の各号に定める条件に該当するものとする。 
一 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等の役職員の現職であるこ

と。ただし、共同募金会（中央・都道府県・指定都市及び分会等）

の役職員は含まないものとする。 
二 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等の役職員としての在職期

間が、理事、監事及び評議員は 15 年以上、職員は 20 年以上で

あること。 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもって

表彰された者であること。 
（永年勤続功労表彰の資格） 
第６条 永年勤続功労表彰の被表彰者は、次の各号に定める条件に該当す

第４条 社会福祉施設 功労表彰の被表彰者は、次の各号に定める条件に

該当するものとする。 
一 民間の社会福祉施設の役職員及び公立の社会福祉施設の職員

の現職であること。ただし、公立の 社会福祉施設職員 の場合は、

専任職員に限るものとする。 
 
二 社会福祉施設の役職員としての在職期間が、理事、監事及び評

議員（評議員の場合は議決機関となっているものに限る；以下同

様とする）は 15 年以上、職員は 20 年以上であること。 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む。）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもって

表彰された者であること。 
 
（社協、民間団体功労表彰の資格） 
第５条 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等功労表彰の被表彰者は、次

の各号に定める条件に該当するものとする。 
一 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等の役職員の現職であるこ

と。ただし、共同募金会（中央・都道府県・指定都市及び分会等）

の役職員は含まないものとする。 
二 社会福祉協議会、民間社会福祉団体等の役職員としての在職期

間が、理事、監事及び評議員は 15 年以上、職員は 20 年以上で

あること。 
三 過去に、都道府県知事（指定都市にあってはその市長を含む）

または都道府県社会福祉協議会会長から、功績顕著の故をもって

表彰された者であること。 
（永年勤続功労表彰の資格と算定方法） 
第６条 現在民生委員・児童委員として、または社会福祉施設、社会福祉

（変更） 
 
（変更） 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
（変更） 



 

4 
 

るものとする。 
一 民生委員・児童委員として、または社会福祉法人・福祉施設、

社会福祉協議会及び民間社会福祉団体等の役職員の現職である

こと。ただし、公立の福祉施設職員については、専任職員とする。 
二 民生委員・児童委員として、または社会福祉法人・福祉施設、

社会福祉協議会及び民間社会福祉団体等の役職員としての在職

期間が 30 年以上であること。ただし、社会福祉法人・福祉施設、

社会福祉協議会及び民間社会福祉団体等の役職員については、同

一法人における在職年数が 30 年以上の者とする。 
（削除） 

 
 
 
 
 
  （削除） 
 
 
 
 
  （削除） 
 
 
 
（在職期間の算定方法） 
第７条 民生委員・児童委員の在職期間の算定方法は次の各号のとおりと

する。 

協議会及び民間社会福祉団体等の役職員で社会福祉事業に勤続（通

算）30 年以上の者であること。ただし、公立の社会福祉施設職員

については、専任職員とする。 
 
 
 
 
 
 
２．被表彰候補者の勤続・従事年数の算定は次のとおりとする。 
一 勤続年数の算定時期は、原則として当該年度の４月１日現在で

算定する。ただし、民生委員・児童委員功労者に関しては、同委

員の改選年度に限り 11 月 30 日で算定することができる。 
二 在職期間が中断されている場合は、その在職期間を通算するも

のとする。 
３．在職期間の通算は、表彰規程に定める表彰対象の役職の範囲とす

る。ただし、常勤の公務員が社会福祉施設、社会福祉協議会・民間

社会福祉団体等の役職員を兼務している期間及び共同募金会（中

央・都道府県・指定都市及び支会・分会等） の役職員の期間は、

在職期間の算定に限り含めることができる。 
４．非常勤の職員の場合は、次の算定方式によるものとする。 

        非常勤職員の一月又は一週間の勤続日数 
勤続年数 × 

           常勤職員の一月又は一週間の勤務日数 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
（新設） 
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一 在職期間の算定時期は 、原則として当該年度の４月１日現在

で算定する。 
二 同委員の改選年度に限り 11 月 30 日で算定することができる。 
三 在職期間が中断されている場合は、その在職期間を通算するも

のとする。 
２．社会福祉法人・福祉施設の役職員の在職期間の算定方法は次の各

号のとおりとする。 
一 在職期間の算定時期は、前項第一号のとおりとする。 
二 在職期間が中断されている場合は、前項第三号のとおりとす

る。 
   三 社会福祉法人・福祉施設功労表彰に限り、社会福祉法人間の在

職期間を通算できるものとする。 
３．社会福祉協議会・民間社会福祉団体等の役職員の在職期間の算定

方法は次の各号のとおりとする。 
一 在職期間の算定時期は、第１項第一号のとおりとする。 
二 在職期間が中断されている場合は、第１項第三号のとおりとす

る。 
４．永年勤続功労表彰の在職期間の算定方法は次の各号のとおりとす

る。 
一 在職期間の算定時期は、第 1 項第一号のとおりとする。 
二 在職期間の通算は、前条に定める表彰対象の同一役職において

通算できるものとする。ただし、常勤の公務員が福祉施設、社会

福祉協議会・民間社会福祉団体等及び共同募金会（中央・都道府

県・指定都市及び支会・分会等）の役職員を兼務している期間は、

在職期間に含めることができる。 
５．非常勤の職員の場合は、次の算定方式によるものとする。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

            非常勤職員の一月又は一週間の勤務日数 
    在職年数 × 
            常勤職員の一月又は一週間の勤務日数 
 
（社会福祉協議会優良活動表彰の資格） 
第８条 社会福祉協議会優良活動表彰の被表彰者は、次の各号に定める条

件に該当するものとする。（この場合の社会福祉協議会とは、郡、

市、区、町、村の区域を単位として設立されているものをいう。た

だし、市区町村における地区社会福祉協議会を単位とすることがで

きる。） 
一 社協組織体制の強化や運営管理体制の強化に努め、実効ある活

動を展開していること。 
二 過去３年以上、高齢者、障害者、児童または低所得者等を対象

として、他の社協の範となる優秀な活動を行っており、実績が顕

著であること。 
 
（表彰資格の緩和） 
第９条 第３条、第４条、第５条に定める在職期間の資格条件を、特に功

績抜群と認められる者については、10 年以上に緩和することがで

きる。ただし、第４条及び第５条については、理事、監事及び評議

員の場合に限り適用するものとする。 
 
（表彰の時期） 
第 10条 この規程による表彰は、全国社会福祉大会が開催される年次に

おいては同大会でこれを行い、同大会が開催されない年次において

は、適当な時期に行うものとする。 
２．前項の規定にかかわらず、本会会長が必要と認めたときは、随

 
 
 
 
（社会福祉協議会優良活動表彰の資格） 
第７条 社会福祉協議会優良活動表彰の被表彰者は、次の各号に定める条

件に該当するものとする。（この場合の社会福祉協議会とは、郡、

市、区、町、村の区域を単位として設立されているものをいう。た

だし、市区町村における地区社会福祉協議会を単位とすることがで

きる。） 
一 社協組織体制の強化や運営管理体制の強化に努め、実効ある活

動を展開していること。 
二 過去３年以上、高齢者、障害者、児童または低所得者等を対象

として、他の社協の範となる優秀な活動を行っており、実績が顕

著であること。 
 
（表彰資格の緩和） 
第８条 第３条、第４条、第５条に定める在職期間の資格条件を、特に功

績抜群と認められる者については、10 年以上に緩和することがで

きる。ただし、第４条及び第５条については、理事、監事及び評議

員の場合に限り適用するものとする。 
 
（表彰の時期） 
第９条 この規程による表彰は、全国社会福祉大会が開催される年次にお

いては同大会でこれを行い、同大会が開催されない年次において

は、適当な時期に行うものとする。 
２．前項の規定にかかわらず、本会会長が必要と認めたときは、随

 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
（変更） 
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時「特別表彰」を行うことができる。 
 
（表彰の方法） 
第 11条 表彰は、第２条第１項第一号から 第五号に該当するものに本会

会長名の表彰状及び記念品をそれぞれ贈呈してこれを行う。 
 
 
（表彰の数） 
第 12条 都道府県・指定都市別の表彰の数については、本会会長が別に

定める。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第三章 感   謝 
 
（感謝の対象） 
第 13条 本会会長が感謝の意を表するものは、次の各号 のいずれかに該

当する個人及び団体（以下「もの」という。）とする。 
一 全国的、国際的視野にたって事業等を行い、その功績が顕著で

時「特別表彰」を行うことができる。 
 
（表彰の方法） 
第 10条 表彰は、第２条第１項第一号から 第三号及び 第五号に該当する

ものに本会会長名の表彰状及び記念品を 、また同第４号に該当

するものに本会会長名の表彰状をそれぞれ贈呈してこれを行う。 
 
（表彰の数） 
第 11条 都道府県・指定都市別の表彰の数については、本会会長が別に

定める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三章 感   謝 
 
（感謝の対象） 
第 12条 本会会長が感謝の意を表するものは、次の各号 に定めるものを

対象 とする。 
一 全国的、国際的視野にたって事業等を行い、その功績が顕著

 
 
 
(変更/削除) 
（削除） 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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あり、推奨すべき内容であるもの。 
二 本会が行う事業等に協力援助し、その功績が顕著な もの。 
 
三 都道府県・指定都市社会福祉協議会の事業等の発展、および当

該都道府県・指定都市内の社会福祉の増進に寄与し、その功績が

顕著であるもの。 
四 その他本会会長が特に必要と認めるもの。 
 

（感謝の時期） 
第 14条 この規程による感謝は、全国社会福祉大会においてこれを行い、

同大会が開催されない年次においては、適当な時期に行うものと

する。 
２．前項の規定にかかわらず、本会会長が必要と認める場合、本会

会長は第 13条に定める感謝に該当するものに、随時、感謝の意

を表することができる。 
 
（感謝の方法） 
第 15条 感謝は、本会会長名の感謝状及び記念品を、該当するものに贈

呈して、これを行う。ただし、前第 14条第２項に該当するもの

は、この限りでない。 
第四章 推   薦 

 
（候補者の推薦） 
第 16条 各都道府県社会福祉協議会会長は、この規程に定める表彰また

は感謝に該当するものを候補者として、本会会長に推薦すること

ができる。 
２．本会会長は、前項の規定にかかわらず、表彰または感謝の候補

であり、推奨すべき内容であるもの。（以下「もの」という。） 
二 本会が行う事業等に協力援助し、その功績が顕著な 個人及

び団体並びに企業。 
 
 
 
三 その他本会会長が特に必要と認めるもの。 

 
（感謝の時期） 
第 13条 この規程による感謝は、全国社会福祉大会においてこれを行い、

同大会が開催されない年次においては、適当な時期に行うものと

する。 
２．前項の規定にかかわらず、本会会長が必要と認める場合、本会

会長は第 12条に定める感謝に該当するものに、随時、感謝の意

を表することができる。 
 
（感謝の方法） 
第 14条 感謝は、本会会長名の感謝状及び記念品を、該当するものに贈

呈して、これを行う。ただし、前第 13条第２項に該当するもの

は、この限りでない。 
  第四章 推   薦 
 
（候補者の推薦） 
第 15条 各都道府県社会福祉協議会会長は、この規程に定める表彰また

は感謝に該当するものを候補者として、本会会長に推薦すること

ができる。 
２．本会会長は、前項の規定にかかわらず、表彰または感謝の候補

（変更） 
（変更） 
 
（追加） 
 
 
（変更） 
 
 
（変更） 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
（変更） 
（変更） 
 
 
 
 
（変更） 
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者を推薦することができる。 
 
（推薦数等）  
第 17条 各功労の推薦に関して、厚生労働大臣表彰の推薦と重複する場

合に限り、表彰枠数をこえて推薦することができる。ただし、本

会の定めた推薦書提出期限後の追加推薦は認められない。 
２．表彰規程第９条の適用を受ける者については、全表彰区分を通

じて、各都道府県・指定都市において、１名を限度とする。 
 
（推薦書様式）  
第 18条 本規程第 16条第一項に基づく推薦は別に定める推薦書様式によ

る。 
 
 
 
 
 
 
 

第五章 表彰審査委員会 
 
（表彰審査委員会） 
第 19条 表彰または感謝該当者の審議並びに表彰事業に関する検討を行

うために、表彰審査委員会を設置する。 
２．前項の表彰審査委員会は、下記事項について、審査または審議

し、会長に答申するものとする。 
一 表彰、感謝該当者の審査 

者を推薦することができる。 
 
（推薦数等）  
第 16条 各功労の推薦に関して、厚生労働大臣表彰の推薦と重複する場

合に限り、表彰枠数をこえて推薦することができる。ただし、本

会の定めた推薦書提出期限後の追加推薦は認められない。 
２．表彰規程第８条の適用を受ける者については、全表彰区分を通

じて、各都道府県・指定都市において、１名を限度とする。 
 
（推薦書様式）  
第17条 本規程第15条第一項に基づく推薦は別に定める推薦書様式によ

る。 
 
 
 
 
 
 
 

第五章 表彰審査委員会 
 
（表彰審査委員会） 
第 18条 表彰または感謝該当者の審議並びに表彰事業に関する検討を行

うために、表彰審査委員会を設置する。 
２．前項の表彰審査委員会は、下記事項について、審査または審議

し、会長に答申するものとする。 
一 表彰、感謝該当者の審査 

 
 
 
（変更） 
 
 
（変更） 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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二 規程の改廃に関すること 
三 その他本事業に関する重要事項 

 
（構 成） 
第 20条 表彰審査委員会は、次の各号に掲げるものの中からそれぞれ若

干名をもって構成し、本会会長が委嘱する。 
一 全国民生委員児童委員連合会 
二 社会福祉施設協議会連絡会 
三 都道府県社会福祉協議会 
四 学識経験者 

２．表彰審査委員会は、委員の互選により委員長１名をおく。 
３．表彰審査委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

補欠によって委員となったものの任期は、残任期間とする。 
 
 
 
 
 

第六章 その他 
 
（決 定） 
第 21条 本規程第 19条第２項第一号により表彰審査委員会の答申を受け

た場合、本会会長はすみやかに決定し、推薦者に通知しなければ

ならない。 
 
（取消し） 
第 22条 前第 21条に基づく決定後、当該年度において、厚生労働大臣表

二 規程の改廃に関すること 
三 その他本事業に関する重要事項 

 
（構 成） 
第 19条 表彰審査委員会は、次の各号に掲げるものの中からそれぞれ若

干名をもって構成し、本会会長が委嘱する。 
一 全国民生委員児童委員連合会 
二 社会福祉施設会連絡会 
三 都道府県社会福祉協議会 
四 学識経験者 

２．表彰審査委員会は、委員の互選により委員長１名をおく。 
３．表彰審査委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

補欠によって委員となったものの任期は、残任期間とする。 
 
 
 
 
 

第六章 その他 
 
（決 定） 
第 20条 本規程第 18条第２項第一号により表彰審査委員会の答申を受け

た場合、本会会長はすみやかに決定し、推薦者に通知しなければ

ならない。 
 
（取消し） 
第 21条 前第 20条に基づく決定後、当該年度において、厚生労働大臣表

 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
（変更） 
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彰と重複することが明白になった場合に限り、本会会長は前 21
条による決定を取り消すことができる。 

 
（施行細目） 
第 23条 本規程に定めるもののほか、実施に必要な細目は、本会会長が

別に定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附    則 
 
１．この規程は、昭和 38 年４月１日から施行する。 
２．昭和 42 年度においては民生委員・児童委員の表彰数を 100 名以内増

加することができる。 
３．第４条及び第６条の実施は昭和 46 年４月１日からとする。 
４．この規程は、昭和 60 年４月１日から適用する。 

ただし、資格条件のうち第４条第２号に掲げる社会福祉施設の職員及

び第５条第２号に掲げる社協・民間団体等の職員の在職期間について

は、この規定にかかわらず、昭和 62 年 3 月 31 日までの経過措置とし

彰と重複することが明白になった場合に限り、本会会長は前 20
条による決定を取り消すことができる。 

 
（施行細目） 
第 22条 本規程に定めるもののほか、実施に必要な細目は、本会会長が

別に定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附    則 
 
１．この規程は、昭和 38 年４月１日から施行する。 
２．昭和 42 年度においては民生委員・児童委員の表彰数を 100 名以内増

加することができる。 
３．第４条及び第６条の実施は昭和 46 年４月１日からとする。 
４．この規程は、昭和 60 年４月１日から適用する。 

ただし、資格条件のうち第４条第２号に掲げる社会福祉施設の職員及

び第５条第２号に掲げる社協・民間団体等の職員の在職期間について

は、この規定にかかわらず、昭和 62 年 3 月 31 日までの経過措置とし

（変更） 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

て「15 年以上」とする。 
 
 

（昭和３５年３月１７日 制  定） 
（昭和３５年４月１日  施  行） 
（昭和３８年４月１日  一部改正） 
（昭和４２年３月１日  一部改正） 
（昭和４４年１０月２８日一部改正） 
（昭和４６年３月１１日 一部改正） 
（昭和６０年４月１日  全文改正） 
（平成９年７月１４日  全文改正） 
（平成１１年８月３日  一部改正） 
（平成２８年４月１日  一部改正） 

て「15 年以上」とする。 
  
 

（昭和３５年３月１７日 制  定） 
（昭和３５年４月１日  施  行） 
（昭和３８年４月１日  一部改正） 
（昭和４２年３月１日  一部改正） 
（昭和４４年１０月２８日一部改正） 
（昭和４６年３月１１日 一部改正） 
（昭和６０年４月１日  全文改正） 
（平成９年７月１４日  全文改正） 
（平成１１年８月３日  一部改正） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（追加） 
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